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(57)【要約】
【課題】エンジン始動をより確実に行うことを可能とす
る。
【解決手段】制御装置は、エンジンを駆動させた状態で
走行する第１走行モードと、エンジンを停止させた状態
で走行する第２走行モードとを切り替えて実行可能な制
御部を有し、制御部は、ＤＣＤＣコンバータの出力電流
が閾値以上となった場合に、ＤＣＤＣコンバータの出力
電圧を低下させることにより出力電流を低下させる制御
である出力制限制御を実行可能であり、第２走行モード
から第１走行モードに切り替えることに伴って始動用モ
ータによるエンジン始動を開始するときに、閾値を通常
時よりも大きくする制御であるブースト許可制御を開始
する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、
　前記エンジンを始動する始動用モータと、
　前記始動用モータとＤＣＤＣコンバータを介して接続されるバッテリと、
　を備える車両に搭載される制御装置であって、
　前記ＤＣＤＣコンバータは、前記バッテリの電力を降圧して前記始動用モータに供給可
能であり、
　前記制御装置は、前記エンジンを駆動させた状態で走行する第１走行モードと、前記エ
ンジンを停止させた状態で走行する第２走行モードとを切り替えて実行可能な制御部を有
し、
　前記制御部は、
　前記ＤＣＤＣコンバータの出力電流が閾値以上となった場合に、前記ＤＣＤＣコンバー
タの出力電圧を低下させることにより前記出力電流を低下させる制御である出力制限制御
を実行可能であり、
　前記第２走行モードから前記第１走行モードに切り替えることに伴って前記始動用モー
タによるエンジン始動を開始するときに、前記閾値を通常時よりも大きくする制御である
ブースト許可制御を開始する、
　制御装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記エンジン始動の開始後に、前記ブースト許可制御を禁止する、
　請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記エンジン始動の開始後にエンジン回転数が基準回転数に達したとき
に、前記ブースト許可制御を禁止する、
　請求項２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記エンジン始動の開始に伴う前記ブースト許可制御の後の前記ブース
ト許可制御の禁止後に、当該ブースト許可制御の実行中の前記ＤＣＤＣコンバータの出力
の積算値に基づいて定められる基準時間が経過した時に、前記ブースト許可制御を開始す
る、
　請求項２又は３に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記エンジン始動の開始に伴う前記ブースト許可制御の後の前記ブース
ト許可制御の禁止後に、前記ＤＣＤＣコンバータの温度が基準温度を下回った場合に、前
記ブースト許可制御を開始する、

　請求項２～４のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記エンジン始動の開始に伴う前記ブースト許可制御の後の前記ブース
ト許可制御の禁止中に、前記第１走行モードから前記第２走行モードへの切り替えを禁止
する、
　請求項２～５のいずれか１項に記載の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、エンジンと、エンジンを始動する始動用モータとを備える車両が広く利用されて
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いる。このような車両では、始動用モータによるクランキングが行われることでエンジン
が始動するようになっている。例えば、その一例として、下記の特許文献１を挙げること
ができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１３／０４２７１７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような車両として、始動用モータとＤＣＤＣコンバータを介して接続されるバッ
テリをさらに備えるものがある。このような車両では、当該バッテリの電力をＤＣＤＣコ
ンバータで降圧して始動用モータに供給することができるようになっている。このような
車両において、始動用モータによりクランキングが行われる際には、消費電力が一時的に
増加する。ここで、ＤＣＤＣコンバータの出力が他の補機にも供給されるようになってい
る車両では、エンジン始動時に当該補機の消費電力が大きいことに起因してＤＣＤＣコン
バータの出力が不足することにより、エンジン始動性に影響することがあった。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、エンジン始動をより確実に行うことが可能な、新規かつ改良された制御装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、エンジンと、前記エンジンを
始動する始動用モータと、前記始動用モータとＤＣＤＣコンバータを介して接続されるバ
ッテリと、を備える車両に搭載される制御装置であって、前記ＤＣＤＣコンバータは、前
記バッテリの電力を降圧して前記始動用モータに供給可能であり、前記制御装置は、前記
エンジンを駆動させた状態で走行する第１走行モードと、前記エンジンを停止させた状態
で走行する第２走行モードとを切り替えて実行可能な制御部を有し、前記制御部は、前記
ＤＣＤＣコンバータの出力電流が閾値以上となった場合に、前記ＤＣＤＣコンバータの出
力電圧を低下させることにより前記出力電流を低下させる制御である出力制限制御を実行
可能であり、前記第２走行モードから前記第１走行モードに切り替えることに伴って前記
始動用モータによるエンジン始動を開始するときに、前記閾値を通常時よりも大きくする
制御であるブースト許可制御を開始する、制御装置が提供される。
【０００７】
　前記制御部は、前記エンジン始動の開始後に、前記ブースト許可制御を禁止してもよい
。
【０００８】
　前記制御部は、前記エンジン始動の開始後にエンジン回転数が基準回転数に達したとき
に、前記ブースト許可制御を禁止してもよい。
【０００９】
　前記制御部は、前記エンジン始動の開始に伴う前記ブースト許可制御の後の前記ブース
ト許可制御の禁止後に、当該ブースト許可制御の実行中の前記ＤＣＤＣコンバータの出力
の積算値に基づいて定められる基準時間が経過した時に、前記ブースト許可制御を開始し
てもよい。
【００１０】
　前記制御部は、前記エンジン始動の開始に伴う前記ブースト許可制御の後の前記ブース
ト許可制御の禁止後に、前記ＤＣＤＣコンバータの温度が基準温度を下回った場合に、前
記ブースト許可制御を開始してもよい。
【００１１】
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　前記制御部は、前記エンジン始動の開始に伴う前記ブースト許可制御の後の前記ブース
ト許可制御の禁止中に、前記第１走行モードから前記第２走行モードへの切り替えを禁止
してもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように本発明によれば、エンジン始動をより確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る制御装置を適用可能な車両の概略構成を示す模式図であ
る。
【図２】同実施形態に係る制御装置の概略構成を示すブロック図である。
【図３】同実施形態に係る制御装置が行う処理の流れの第１の例を示すフローチャートで
ある。
【図４】同実施形態に係る制御装置が行う処理の流れの第１の例に伴い各状態量が推移す
る様子を示すタイムチャートである。
【図５】同実施形態に係る制御装置が行う処理の流れの第２の例を示すフローチャートで
ある。
【図６】同実施形態に係る制御装置が行う処理の流れの第２の例に伴い各状態量が推移す
る様子を示すタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１５】
　＜１．車両の構成＞
　まず、図１及び図２を参照しながら、本発明の実施形態に係る制御装置１００を適用可
能な車両１の概略構成について説明する。図１は、制御装置１００を適用可能な車両１の
概略構成を示す模式図である。図２は、制御装置１００の概略構成を示すブロック図であ
る。
【００１６】
　なお、以下で説明する車両１は、あくまでも本発明に係る制御装置を適用可能な車両の
一例であり、後述するように、本発明に係る制御装置を適用可能な車両の構成は車両１の
構成に特に限定されない。
【００１７】
　図１に示されるように、車両１は、エンジン１１と、始動用モータ１３と、高電圧バッ
テリ２１と、ＤＣＤＣコンバータ３１と、制御装置１００とを備える。さらに、車両１は
、低電圧バッテリ２３と、駆動用モータ４１と、インバータ４３と、変速機５１と、駆動
輪６１と、補機７１と、エンジン回転数センサ９１と、出力センサ９３と、温度センサ９
５とを備える。なお、高電圧バッテリ２１は、本発明のバッテリの一例に相当する。車両
１は、エンジン１１及び駆動用モータ４１の動力を用いて走行可能なハイブリッド車両で
ある。
【００１８】
　エンジン１１は、ガソリン等を燃料として動力を生成する内燃機関であり、車両１の駆
動輪６１を駆動するための動力を出力可能である。エンジン１１の出力軸であるクランク
シャフトは、図示しないトルクコンバータ又はクラッチ等を介して変速機５１と接続され
ている。変速機５１としては、例えば、ＣＶＴ（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｌｙ　Ｖａｒｉａ
ｂｌｅ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）等の無段変速機構を有するものが用いられる。エン
ジン１１から出力される動力は、変速機５１により変速されて、駆動輪６１に伝達される
。
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【００１９】
　始動用モータ１３は、エンジン１１を始動するモータである。始動用モータ１３の出力
軸は、ギヤを介してエンジン１１のクランクシャフトと接続されており、始動用モータ１
３から出力される動力がエンジン１１のクランクシャフトに伝達されることでエンジン１
１のクランキングが行われ、エンジン１１が始動するようになっている。始動用モータ１
３は、低電圧バッテリ２３及びＤＣＤＣコンバータ３１と接続されており、低電圧バッテ
リ２３から供給される電力又はＤＣＤＣコンバータ３１を介して高電圧バッテリ２１から
供給される電力を用いて動力を生成する。
【００２０】
　始動用モータ１３としては、例えば、直流モータが用いられてもよく、交流モータが用
いられてもよい。なお、始動用モータ１３として交流モータが用いられる場合、始動用モ
ータ１３は、図示しないインバータを介して低電圧バッテリ２３及びＤＣＤＣコンバータ
３１と接続され、低電圧バッテリ２３から供給される直流電力又はＤＣＤＣコンバータ３
１を介して高電圧バッテリ２１から供給される直流電力は、当該インバータによって交流
電力に変換されて始動用モータ１３に供給される。
【００２１】
　また、始動用モータ１３は、エンジン１１から出力される動力を用いて発電可能である
。始動用モータ１３により発電される電力は、低電圧バッテリ２３に供給される。それに
より、始動用モータ１３の発電電力によって、低電圧バッテリ２３が充電される。
【００２２】
　高電圧バッテリ２１は、駆動用モータ４１に供給される電力を蓄電するバッテリである
。高電圧バッテリ２１は、具体的には、低電圧バッテリ２３よりも高電圧（例えば、１０
０Ｖ）のバッテリであり、高電圧バッテリ２１としては、例えば、リチウムイオン電池又
はニッケル水素電池等の二次電池が用いられる。
【００２３】
　具体的には、高電圧バッテリ２１は、ＤＣＤＣコンバータ３１を介して車両１の各機器
（具体的には、始動用モータ１３、低電圧バッテリ２３及び補機７１）と接続されており
、高電圧バッテリ２１に蓄電される電力をＤＣＤＣコンバータ３１により降圧させて各機
器に供給することができるようになっている。補機７１は、例えば、エアコンディショナ
ー（エアコン）等の各種機器を含む。また、高電圧バッテリ２１は、インバータ４３と接
続されており、高電圧バッテリ２１に蓄電される電力をインバータ４３に供給することが
できるようになっている。
【００２４】
　ＤＣＤＣコンバータ３１は、高電圧バッテリ２１の電力を降圧して車両１の各機器（具
体的には、始動用モータ１３、低電圧バッテリ２３及び補機７１）に供給可能である。Ｄ
ＣＤＣコンバータ３１は、例えば、チョッパ回路を含む。ＤＣＤＣコンバータ３１にはス
イッチング素子が設けられ、スイッチング素子の動作が制御されることにより高電圧バッ
テリ２１の電力が降圧される。
【００２５】
　駆動用モータ４１は、車両の駆動輪６１を駆動させるための動力を出力可能なモータで
ある。駆動用モータ４１の出力軸は、図示しないクラッチ等を介して変速機５１と接続さ
れている。駆動用モータ４１から出力される動力は、変速機５１により変速されて、駆動
輪６１に伝達される。
【００２６】
　駆動用モータ４１としては、例えば、多相交流式（例えば、三相交流式）のモータが用
いられる。駆動用モータ４１は、インバータ４３を介して高電圧バッテリ２１と接続され
ており、高電圧バッテリ２１からインバータ４３を介して供給される電力を用いて動力を
生成する。この際、高電圧バッテリ２１から放電される直流電力は、インバータ４３によ
って交流電力に変換されて駆動用モータ４１に供給される。また、駆動用モータ４１は、
車両の減速時に、駆動輪６１の回転エネルギを用いて発電する発電機としての機能（回生
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機能）を有してもよい。この際、駆動用モータ４１により発電される交流電力は、インバ
ータ４３によって直流電力に変換されて高電圧バッテリ２１に供給される。それにより、
駆動用モータ４１の発電電力によって、高電圧バッテリ２１が充電される。
【００２７】
　低電圧バッテリ２３は、始動用モータ１３及び補機７１に供給される電力を蓄電するバ
ッテリである。低電圧バッテリ２３は、具体的には、高電圧バッテリ２１よりも低電圧（
例えば、１２Ｖ）のバッテリであり、低電圧バッテリ２３としては、例えば、鉛蓄電池、
リチウムイオン電池等の二次電池が用いられる。
【００２８】
　具体的には、低電圧バッテリ２３は、車両１の各機器（具体的には、始動用モータ１３
及び補機７１）と接続されており、低電圧バッテリ２３に蓄電される電力を各機器に供給
することができるようになっている。
【００２９】
　エンジン回転数センサ９１は、エンジン１１の回転数を検出し、検出結果を制御装置１
００へ出力する。
【００３０】
　出力センサ９３は、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力を検出し、検出結果を制御装置１０
０へ出力する。例えば、出力センサ９３は、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電力及び出力
電流を検出する。
【００３１】
　温度センサ９５は、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度を検出し、検出結果を制御装置１０
０へ出力する。例えば、温度センサ９５は、ＤＣＤＣコンバータ３１のスイッチング素子
の温度を検出する。なお、温度センサ９５が検出する温度は、上記の例に特に限定されず
、例えば、ＤＣＤＣコンバータ３１の筐体の温度であってもよい。
【００３２】
　制御装置１００は、演算処理装置であるＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）、ＣＰＵが使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶する記憶素子で
あるＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）及びＣＰＵの実行において適宜変化す
るパラメータ等を一時記憶する記憶素子であるＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍ
ｅｍｏｒｙ）等で構成される。
【００３３】
　また、制御装置１００は、車両１に搭載される各装置と通信を行う。制御装置１００と
各装置との通信は、例えば、ＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）通信を用いて実現される。
【００３４】
　なお、本実施形態に係る制御装置１００が有する機能は複数の制御装置により少なくと
も部分的に分割されてもよく、複数の機能が１つの制御装置によって実現されてもよい。
例えば、制御装置１００が有する機能であるエンジン１１の動作を制御する機能、駆動用
モータ４１の動作を制御する機能及びそれら以外の機能がそれぞれ別々の制御装置に分割
されてもよい。制御装置１００が有する機能が複数の制御装置により少なくとも部分的に
分割される場合、当該複数の制御装置は、ＣＡＮ等の通信バスを介して、互いに接続され
てもよい。
【００３５】
　図２に示されるように、制御装置１００は、取得部１１０と、制御部１２０とを有する
。
【００３６】
　取得部１１０は、制御部１２０が行う処理において用いられる各種情報を取得する。ま
た、取得部１１０は、取得した情報を制御部１２０へ出力する。例えば、取得部１１０は
、エンジン回転数センサ９１、出力センサ９３及び温度センサ９５の各センサと通信する
ことによって、各センサから出力される各種情報を取得する。
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【００３７】
　制御部１２０は、車両１の各装置の動作を制御する。制御部１２０は、エンジン制御部
１２１と、モータ制御部１２３と、コンバータ制御部１２５と、積算値算出部１２７とを
含む。
【００３８】
　エンジン制御部１２１は、エンジン１１の動作を制御する。具体的には、エンジン制御
部１２１は、エンジン１１における各装置の動作を制御することによって、スロットル開
度、点火時期及び燃料噴射量等を制御する。それにより、エンジン制御部１２１は、エン
ジン１１の出力を制御することができる。
【００３９】
　また、エンジン制御部１２１は、始動用モータ１３の動作を制御する。具体的には、エ
ンジン制御部１２１は、始動用モータ１３と低電圧バッテリ２３との間の電力の供給を制
御することによって、始動用モータ１３によるエンジン１１の始動を制御することができ
る。また、エンジン制御部１２１は、後述するコンバータ制御部１２５と協調して、ＤＣ
ＤＣコンバータ３１を介して高電圧バッテリ２１から供給される電力を用いて始動用モー
タ１３を駆動することもできる。
【００４０】
　モータ制御部１２３は、駆動用モータ４１の動作を制御する。具体的には、モータ制御
部１２３は、インバータ４３のスイッチング素子の動作を制御することによって、駆動用
モータ４１と高電圧バッテリ２１との間の電力の供給を制御する。それにより、モータ制
御部１２３は、駆動用モータ４１による動力の生成及び発電を制御することができる。
【００４１】
　制御部１２０は、エンジン１１及び駆動用モータ４１の動作を上記のように制御するこ
とによって、車両１の走行モードとして、エンジン１１を駆動させた状態で走行するＨＥ
Ｖ走行モードと、エンジン１１を停止させた状態で走行するＥＶ走行モードとを切り替え
て実行可能である。具体的には、ＨＥＶ走行モードは、エンジン１１及び駆動用モータ４
１の動力を用いて車両１を走行させる走行モードであり、ＥＶ走行モードは、エンジン１
１を停止させた状態で駆動用モータ４１の動力を用いて車両１を走行させる走行モードで
ある。なお、ＨＥＶ走行モードは、本発明の第１走行モードの一例に相当し、ＥＶ走行モ
ードは、本発明の第２走行モードの一例に相当する。
【００４２】
　例えば、制御部１２０は、駆動輪６１に伝達される動力の要求値である要求駆動力に基
づいて、車両１の走行モードを切り替える。具体的には、制御部１２０は、要求駆動力が
基準駆動力より大きくなった場合、車両１の走行モードをＨＥＶ走行モードに切り替える
。一方、制御部１２０は、要求駆動力が基準駆動力以下である場合、車両１の走行モード
をＥＶ走行モードに切り替える。基準駆動力は、駆動用モータ４１から駆動輪６１に伝達
可能な動力の最大値より小さい値に設定され、例えば、電費を向上させる観点で、駆動用
モータ４１の仕様等に応じて設定される。なお、制御部１２０は、例えば、アクセル開度
及び車速に基づいて要求駆動力を算出することができる。
【００４３】
　コンバータ制御部１２５は、ＤＣＤＣコンバータ３１の動作を制御する。具体的には、
コンバータ制御部１２５は、ＤＣＤＣコンバータ３１のスイッチング素子の動作を制御す
ることによって、高電圧バッテリ２１と始動用モータ１３、低電圧バッテリ２３及び補機
７１との間の電力の供給を制御する。
【００４４】
　また、コンバータ制御部１２５は、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が閾値以上とな
った場合に、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電圧を低下させることにより当該出力電流を
低下させる制御である出力制限制御を実行可能である。具体的には、コンバータ制御部１
２５は、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が閾値以上となった場合に、ＤＣＤＣコンバ
ータ３１のスイッチング素子のオンオフ状態のデューティー比を変化させることによって
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ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電圧を低下させることにより当該出力電流を低下させる制
御を行う。閾値は、例えば、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流がその値となる状態でＤ
ＣＤＣコンバータ３１が動作した場合であっても、ＤＣＤＣコンバータ３１の発熱に起因
してＤＣＤＣコンバータ３１が不具合を生じない程度の値に設定される。以下では、この
ような閾値を出力制限閾値とも称する。
【００４５】
　積算値算出部１２７は、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力の積算値を算出する。例えば、
積算値算出部１２７は、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流の二乗平均平方根をＤＣＤＣ
コンバータ３１の出力の積算値として算出する。また、積算値算出部１２７は、ＤＣＤＣ
コンバータ３１の出力の積算値に基づいて、後述する基準時間を定める。
【００４６】
　本実施形態に係る制御装置１００では、制御部１２０は、ＥＶ走行モードからＨＥＶ走
行モードに切り替えることに伴って始動用モータ１３によるエンジン始動を開始するとき
に、出力制限閾値を通常時よりも大きくする制御であるブースト許可制御を開始する。そ
れにより、エンジン始動をより確実に行うことが可能となる。このような、制御部１２０
により行われる制御の詳細については、後述にて説明する。
【００４７】
　＜２．制御装置の動作＞
　続いて、図３～図６を参照しながら、本実施形態に係る制御装置１００の動作について
説明する。なお、以下では、制御装置１００が行う処理の流れの例として、第１の例及び
第２の例をこの順に説明する。
【００４８】
　　［２－１．第１の例］
　まず、図３及び図４を参照しながら、制御装置１００が行う処理の流れの第１の例につ
いて説明する。
【００４９】
　図３は、制御装置１００が行う処理の流れの第１の例を示すフローチャートである。図
３に示される第１の例に係る制御フローは、具体的には、制御装置１００の制御部１２０
により行われるエンジン始動要求（つまり、エンジン１１を始動させる要求）が生じた際
の制御に関する処理の流れであり、車両１の走行モードがＥＶ走行モードである場合に開
始される。つまり、図３に示される第１の例に係る制御フローが開始される時点では、車
両１の走行モードは、ＥＶ走行モードとなっている。
【００５０】
　図３に示される第１の例に係る制御フローが開始されると、まず、ステップＳ１１０に
おいて、制御部１２０は、エンジン始動を開始するか否かを判定する。エンジン始動を開
始すると判定された場合（ステップＳ１１０／ＹＥＳ）、ステップＳ１２０に進む。一方
、エンジン始動を開始しないと判定された場合（ステップＳ１１０／ＮＯ）、ステップＳ
１１０の処理が繰り返される。
【００５１】
　具体的には、制御部１２０は、車両１の走行モードをＥＶ走行モードからＨＥＶ走行モ
ードに切り替えることに伴ってエンジン始動を開始すると判定する。例えば、制御部１２
０は、要求駆動力が基準駆動力より大きくなった場合、車両１の走行モードをＥＶ走行モ
ードからＨＥＶ走行モードに切り替え、エンジン始動を開始すると判定する。
【００５２】
　ステップＳ１１０でＹＥＳと判定された場合、ステップＳ１２０において、制御部１２
０は、ブースト許可制御及びエンジン始動を開始する。
【００５３】
　ところで、従来のエンジン始動の開始時には、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力が不足す
ることがあった。具体的には、エンジン始動の開始時に、補機７１が動作していると、Ｄ
ＣＤＣコンバータ３１の出力電流が出力制限閾値以上となることに起因して出力制限制御
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が実行されることにより、始動用モータ１３及び補機７１の消費電力に対してＤＣＤＣコ
ンバータ３１の出力が不足することがあった。ここで、本実施形態では、制御部１２０は
、車両１の走行モードがＥＶ走行モードからＨＥＶ走行モードに切り替えられることに伴
うエンジン始動の開始時に、出力制限閾値を通常時よりも大きくする制御であるブースト
許可制御を開始する。通常時とは、エンジン始動要求が生じておらず、かつ、補機７１の
消費電力が比較的小さいときを意味する。出力制限閾値が通常時よりも大きくなることに
より、通常時と比較して、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力がより大きな値となり得る。し
たがって、始動用モータ１３及び補機７１の消費電力に対してＤＣＤＣコンバータ３１の
出力が不足するおそれを低減することができる。ゆえに、エンジン始動をより確実に行う
ことができる。
【００５４】
　なお、以下の説明では、ブースト許可制御が実行されていない状態（つまり、通常時）
における出力制限閾値を第１閾値とも称し、ブースト許可制御が実行されている状態にお
ける出力制限閾値を第２閾値とも称する。第１閾値は、例えば、ＤＣＤＣコンバータ３１
の出力電流がその値となる状態でＤＣＤＣコンバータ３１が連続して動作した場合であっ
ても、ＤＣＤＣコンバータ３１の発熱に起因してＤＣＤＣコンバータ３１が不具合を生じ
ない程度の値に設定される。第１閾値は、例えば、ＤＣＤＣコンバータ３１の定格電流で
あってよい。第２閾値は、例えば、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流がその値となる状
態でＤＣＤＣコンバータ３１を比較的短い時間（例えば、エンジン始動に必要とされる時
間）運転した場合であっても、ＤＣＤＣコンバータ３１の発熱に起因してＤＣＤＣコンバ
ータ３１が不具合を生じない程度の値に設定される。
【００５５】
　ステップＳ１２０の次に、図３に示される制御フローは終了する。
【００５６】
　図４は、制御装置１００が行う処理の流れの第１の例に伴い各状態量が推移する様子を
示すタイムチャートである。図４には、走行モード、エンジン始動要求、ブースト許可制
御状態、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流の各推移が示されている。ここで、走行モー
ドは、車両１の走行モードがＨＥＶ走行モードであるかＥＶ走行モードであるかを示す。
ブースト許可制御状態は、制御部１２０がブースト許可制御を実行中であるか否かを示す
。なお、時刻ｔ１１の時点で制御装置１００が行う第１の例に係る処理が開始されている
。
【００５７】
　時刻ｔ１１では、車両１の走行モードがＥＶ走行モードであり、エンジン始動要求がＯ
ＦＦであり、ブースト許可制御が実行されていない状態であり、ＤＣＤＣコンバータ３１
の出力電流が第１閾値より小さい状態となっている。
【００５８】
　上記の状態から、時刻ｔ１２に車両１の走行モードがＥＶ走行モードからＨＥＶ走行モ
ードに切り替わると、エンジン始動要求がＯＦＦである状態からＯＮである状態となり、
ブースト許可制御が実行されていない状態からブースト許可制御が実行される状態となる
。このとき、エンジン始動が開始されることにより、始動用モータ１３による消費電力が
補機７１による消費電力に上乗せされ、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が第１閾値以
上となる。なお、図４に示される例では、始動用モータ１３による消費電力が補機７１に
よる消費電力に上乗せされた場合のＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流は、第１閾値以上
、かつ、第２閾値未満の値となっている。ここで、ＤＣＤＣコンバータ３１では、ブース
ト許可制御が実行されているため、出力制限制御が実行されない。したがって、始動用モ
ータ１３及び補機７１の消費電力に対してＤＣＤＣコンバータ３１の出力が不足するおそ
れを低減することができる。したがって、エンジン始動をより確実に行うことができる。
【００５９】
　　［２－２．第２の例］
　次に、図５及び図６を参照しながら、制御装置１００が行う処理の流れの第２の例につ
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いて説明する。
【００６０】
　図５は、制御装置１００が行う処理の流れの第２の例を示すフローチャートである。図
５に示される第２の例に係る制御フローは、図３に示される第１の例に係る制御フローと
同様に、具体的には、制御装置１００の制御部１２０により行われるエンジン始動要求が
生じた際の制御に関する処理の流れであり、車両１の走行モードがＥＶ走行モードである
場合に開始される。つまり、図５に示される第２の例に係る制御フローが開始される時点
では、車両１の走行モードは、ＥＶ走行モードとなっている。
【００６１】
　第２の例では、第１の例と比較して、エンジン始動の開始後に、ブースト許可制御が禁
止される点、当該ブースト許可制御の禁止中にＨＥＶ走行モードからＥＶ走行モードへの
切り替えが禁止される点、及び、当該ブースト許可制御の禁止後にブースト許可制御が再
度開始される点が異なる。
【００６２】
　図５に示される第２の例に係る制御フローでは、ステップＳ１２０の処理の後、図３に
示される第１の例に係る制御フローと異なり、ステップＳ２３０に進む。
【００６３】
　ステップＳ２３０において、制御部１２０は、ブースト許可制御を禁止するか否かを判
定する。ブースト許可制御を禁止すると判定された場合（ステップＳ２３０／ＹＥＳ）、
ステップＳ２４０に進む。一方、ブースト許可制御を継続すると判定された場合（ステッ
プＳ２３０／ＮＯ）、ステップＳ２３０の処理が繰り返される。
【００６４】
　具体的には、制御部１２０は、エンジン１１の回転数であるエンジン回転数が基準回転
数に達したときに、ブースト許可制御を禁止すると判定する。基準回転数は、エンジン１
１の運転状態が比較的安定したか否かを判定し得る値に設定され、例えば、エンジン１１
を確実に始動させる観点で、エンジン１１の仕様等に応じて設定される。
【００６５】
　ステップＳ２３０でＹＥＳと判定された場合、ステップＳ２４０において、制御部１２
０は、ブースト許可制御を禁止する。
【００６６】
　エンジン始動の開始に伴ってＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が第１閾値を超えた場
合、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度は、比較的高い状態となる。このような状態において
、さらにＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が第１閾値を超えると、ＤＣＤＣコンバータ
３１の発熱に起因してＤＣＤＣコンバータ３１が不具合を生じるおそれが高まるため、Ｄ
ＣＤＣコンバータ３１を冷却することが求められる。ここで、本実施形態では、制御部１
２０は、エンジン始動の開始後にブースト許可制御を禁止するため、ＤＣＤＣコンバータ
３１の出力電流が第１閾値を超えない状態とすることができる。それにより、エンジン始
動の開始後に、ＤＣＤＣコンバータ３１を適切に冷却することができる。
【００６７】
　次に、ステップＳ２５０において、制御部１２０は、エンジン始動の開始に伴うブース
ト許可制御の後のブースト許可制御の禁止中に、車両１の走行モードをＨＥＶ走行モード
からＥＶ走行モードに切り替えることを禁止する。
【００６８】
　ブースト許可制御の禁止中に車両１の走行モードがＨＥＶ走行モードからＥＶ走行モー
ドに切り替えられると、車両１の走行モードをＥＶ走行モードからＨＥＶ走行モードに切
り替える必要があるとき（例えば、要求駆動力が基準駆動力より大きくなったとき）に、
エンジン始動を行うことができないおそれがある。具体的には、ブースト許可制御の禁止
中であり、かつ、補機７１の消費電力が大きいときに、エンジン始動を開始しようとする
場合、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力が不足し、エンジン始動を行うことができないこと
がある。ここで、本実施形態では、制御部１２０は、エンジン始動の開始に伴うブースト
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許可制御の後のブースト許可制御の禁止中に、車両１の走行モードをＨＥＶ走行モードか
らＥＶ走行モードに切り替えることを禁止するため、ブースト許可制御の禁止中にエンジ
ン始動を行う状況が発生することを抑制することができる。したがって、エンジン始動に
失敗するおそれを低減することができる。
【００６９】
　次に、ステップＳ２６０において、制御部１２０は、エンジン始動の開始に伴うブース
ト許可制御の後のブースト許可制御の禁止後に、当該ブースト許可制御の実行中のＤＣＤ
Ｃコンバータ３１の出力の積算値に基づいて定められる基準時間が経過したか否かを判定
する。基準時間を経過したと判定された場合（ステップＳ２６０／ＹＥＳ）、ステップＳ
２８０に進む。一方、基準時間を経過していないと判定された場合（ステップＳ２６０／
ＮＯ）、ステップＳ２７０に進む。
【００７０】
　基準時間は、具体的には、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が十分に低くなっているか否
かを判断し得る程度の時間である。エンジン始動の開始に伴うブースト許可制御の実行中
にＤＣＤＣコンバータ３１の温度が上昇する程度は、当該ブースト許可制御の実行中のＤ
ＣＤＣコンバータ３１の出力の積算値が大きいほど大きい。したがって、当該ブースト許
可制御の実行中のＤＣＤＣコンバータ３１の出力の積算値に基づいてＤＣＤＣコンバータ
３１の温度が十分に低くなっているか否かを判断し得る基準時間を定めることができる。
なお、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が十分に低くなっている状態とは、例えば、その状
態でエンジン始動の開始に伴ってＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が第１閾値を超えた
場合であっても、ＤＣＤＣコンバータ３１の発熱に起因してＤＣＤＣコンバータ３１が不
具合を生じない状態をいう。
【００７１】
　ステップＳ２６０でＮＯと判定された場合、ステップＳ２７０において、制御部１２０
は、エンジン始動の開始に伴うブースト許可制御の後のブースト許可制御の禁止後に、Ｄ
ＣＤＣコンバータ３１の温度が基準温度を下回ったか否かを判定する。基準温度を下回っ
たと判定された場合（ステップＳ２７０／ＹＥＳ）、ステップＳ２８０に進む。一方、基
準温度を下回っていないと判定された場合（ステップＳ２７０／ＮＯ）、ステップＳ２６
０に戻る。
【００７２】
　ここで、基準温度は、具体的には、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が十分に低くなって
いるか否かを判断し得る程度の値である。
【００７３】
　ステップＳ２６０又はステップＳ２７０でＹＥＳと判定された場合、ステップＳ２８０
において、制御部１２０は、ブースト許可制御を開始する。
【００７４】
　次に、ステップＳ２９０において、制御部１２０は、車両１の走行モードをＨＥＶ走行
モードからＥＶ走行モードに切り替えることを許可する。
【００７５】
　このように、制御部１２０は、エンジン始動の開始に伴うブースト許可制御の後のブー
スト許可制御の禁止後に、当該ブースト許可制御の実行中のＤＣＤＣコンバータ３１の出
力の積算値に基づいて定められる基準時間が経過した時に、ブースト許可制御を開始する
。それにより、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が十分に低くなっている状態では、補機７
１の消費電力が増大することによってＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が第１閾値以上
となった場合であっても出力制限制御が実行されない。したがって、低電圧バッテリ２３
の出力を抑制することができるので、低電圧バッテリ２３の寿命を長くすることができる
。また、制御部１２０は、エンジン始動の開始に伴うブースト許可制御の後のブースト許
可制御の禁止後に、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が基準温度を下回った場合に、ブース
ト許可制御を開始する。それにより、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が十分に低くなって
いることがより確実な状態では、補機７１の消費電力が増大することによってＤＣＤＣコ
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ンバータ３１の出力電流が第１閾値以上となった場合であっても出力制限制御が実行され
ない。したがって、低電圧バッテリ２３の出力をより確実に抑制することができるので、
低電圧バッテリ２３の寿命をより適切に長くすることができる。また、制御部１２０は、
上記のブースト許可制御の禁止後のブースト許可制御を開始した後に、車両１の走行モー
ドをＨＥＶ走行モードからＥＶ走行モードに切り替えることを許可する。それにより、車
両１の走行モードをＨＥＶ走行モードからＥＶ走行モードに切り替えることができる。し
たがって、車両１の燃費を向上させることができる。
【００７６】
　なお、エンジン始動をより確実に行う観点では、制御部１２０は、エンジン始動の開始
に伴うブースト許可制御の後のブースト許可制御の禁止後に基準時間が経過した場合であ
っても、ブースト許可制御の禁止を継続してもよい。また、制御部１２０は、エンジン始
動の開始に伴うブースト許可制御の後のブースト許可制御の禁止後に、ＤＣＤＣコンバー
タ３１の温度が基準温度を下回った場合であっても、ブースト許可制御の禁止を継続して
もよい。それにより、補機７１の消費電力が増大することに起因してＤＣＤＣコンバータ
３１の出力電流が第１閾値以上となったことにより、エンジン始動を開始するときにＤＣ
ＤＣコンバータ３１の温度が十分に低くなっておらずブースト許可制御を実行することが
できないおそれを低減することができる。したがって、エンジン始動をより確実に行うこ
とができる。
【００７７】
　ステップＳ２９０の次に、図５に示される制御フローは終了する。
【００７８】
　図６は、制御装置１００が行う処理の流れの第２の例に伴い各状態量が推移する様子を
示すタイムチャートである。図６には、図４に示される第１の例に係るタイムチャートと
同様に、走行モード、エンジン始動要求、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流の各推移が
示されている。また、図６には、ブースト制御状態、エンジン回転数、ＤＣＤＣコンバー
タ３１の温度、切替禁止制御の各推移が示されている。ここで、ブースト制御状態は、制
御部１２０がブースト許可制御を実行中であるかブースト許可制御を禁止中であるかを示
す。また、切替禁止制御は、ＨＥＶ走行モードからＥＶ走行モードへの切り替えを禁止す
る制御が行われているか否かを示す。なお、時刻ｔ１１の時点で制御装置１００が行う第
２の例に係る処理が開始されている。
【００７９】
　図６に示される第２の例に係るタイムチャートにおいて、時刻ｔ１２以前の走行モード
、エンジン始動要求及びＤＣＤＣコンバータ３１の出力の各推移は、図４に示される第１
の例に係るタイムチャートと同様であるため、ここでの詳細な記述を省略する。
【００８０】
　図６に示される第２の例に係るタイムチャートにおいて、時刻ｔ１１では、ブースト許
可制御が禁止された状態であり、エンジン回転数がゼロの状態であり、ＤＣＤＣコンバー
タ３１の温度が基準温度より低い状態であり、切替禁止制御がＯＦＦである状態となって
いる。ここで、図６に示される例では、車両１の走行モードがＥＶ走行モードである場合
、上述したように、エンジン始動をより確実に行う観点からブースト許可制御が禁止され
た状態となっている。そして、時刻ｔ１２では、ブースト許可制御が実行される状態とな
り、エンジン回転数がゼロの状態から上昇を開始し、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が上
昇を開始している。
【００８１】
　時刻ｔ１２にエンジン始動が開始された後、時刻ｔ２３にエンジン回転数が基準回転数
に達すると、ブースト許可制御が実行されている状態からブースト許可制御が禁止される
状態となり、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が第１閾値以下となり、ＤＣＤＣコンバ
ータ３１の温度が低下を開始し、切替禁止制御がＯＦＦである状態からＯＮである状態と
なる。なお、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度は、時刻ｔ１２から時刻ｔ２３までの間に基
準温度を超えている。
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【００８２】
　図６に示される例では、時刻ｔ１２におけるエンジン始動の開始に伴うブースト許可制
御の実行中（つまり、時刻ｔ１２から時刻ｔ２３までの間）のＤＣＤＣコンバータ３１の
出力の積算値に基づいて定められる基準時間は、時刻ｔ２３から時刻ｔ２４までの時間の
長さであるものとして説明する。時刻ｔ２４に基準時間が経過すると、ブースト許可制御
が禁止されている状態からブースト許可制御が実行される状態となり、切替禁止制御がＯ
Ｎである状態からＯＦＦである状態となる。なお、図６に示されるタイムチャートの例で
は、基準時間が経過する時刻とＤＣＤＣコンバータ３１の温度が基準温度を下回る時刻と
が同一となっている。したがって、時刻ｔ２４は、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が基準
温度を下回る時刻と読み替えられてもよい。
【００８３】
　時刻ｔ２５に車両１の走行モードがＨＥＶ走行モードからＥＶ走行モードに切り替わる
と、ブースト許可制御が実行されている状態からブースト許可制御が禁止される状態とな
り、エンジン回転数が下降を開始する。ここで、ブースト許可制御が実行されている状態
からブースト許可制御が禁止される状態となることにより、車両１の走行モードがＥＶ走
行モードである場合に、エンジン始動要求が生じていないにも関わらずＤＣＤＣコンバー
タ３１の出力電流が第１閾値を超えることがなくなる。それにより、エンジン始動を開始
する場合に、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が十分に低くなっていないことに起因してブ
ースト許可制御を実行することができないおそれを低減することができる。したがって、
エンジン始動をより確実に行うことができる。なお、エンジン始動を開始するときに、Ｄ
ＣＤＣコンバータ３１の温度が十分に低くなっていないことに起因してブースト許可制御
を実行することができないおそれが生じ得ないと予測されるときには、車両１の走行モー
ドがＥＶ走行モードであってもブースト許可制御が実行されている状態が継続してもよい
。
【００８４】
　時刻ｔ２６に車両１の走行モードがＥＶ走行モードからＨＥＶ走行モードに切り替わる
と、エンジン始動要求がＯＦＦである状態からＯＮである状態となり、ブースト許可制御
が禁止されている状態からブースト許可制御が実行される状態となる。このとき、エンジ
ン始動が開始されることにより、始動用モータ１３による消費電力が補機７１による消費
電力に上乗せされ、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が第１閾値以上となる。なお、図
６に示される例では、始動用モータ１３による消費電力が補機７１による消費電力に上乗
せされた場合のＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流は、第１閾値以上、かつ、第２閾値未
満となっている。ここで、ＤＣＤＣコンバータ３１では、ブースト許可制御が実行されて
いるため、出力制限制御が実行されない。そして、エンジン始動の開始に伴い、エンジン
回転数がゼロの状態から上昇を開始し、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が上昇を開始する
。
【００８５】
　時刻ｔ２６にエンジン始動が開始された後、時刻ｔ２７にエンジン回転数が基準回転数
に達すると、ブースト許可制御が実行されている状態からブースト許可制御が禁止される
状態となり、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が第１閾値以下となり、ＤＣＤＣコンバ
ータ３１の温度が低下を開始し、切替禁止制御がＯＦＦである状態からＯＮである状態と
なる。なお、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度は、時刻ｔ２６から時刻ｔ２７までの間に基
準温度を超えている。
【００８６】
　図６に示される例では、時刻ｔ２６におけるエンジン始動の開始に伴うブースト許可制
御の実行中（つまり、時刻ｔ２６から時刻ｔ２７までの間）のＤＣＤＣコンバータ３１の
出力の積算値に基づいて定められる基準時間は、時刻ｔ２７から時刻ｔ２８までの時間の
長さであるものとして説明する。時刻ｔ２８に基準時間が経過すると、ブースト許可制御
が禁止されている状態からブースト許可制御が実行される状態となり、切替禁止制御がＯ
Ｎである状態からＯＦＦである状態となる。
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【００８７】
　ここで、図６に示される例では、１回目のエンジン始動の開始に伴うブースト許可制御
が行われる時刻ｔ１２から時刻ｔ２３までの間の時間と、２回目のエンジン始動の開始に
伴うブースト許可制御が行われる時刻ｔ２６から時刻ｔ２７までの間の時間は等しい。ま
た、時刻ｔ２６から時刻ｔ２７までの間におけるＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流は、
時刻ｔ１２から時刻ｔ２３までの間におけるＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流より小さ
くなっている。したがって、時刻ｔ２６から時刻ｔ２７までの間におけるＤＣＤＣコンバ
ータ３１の出力の積算値は、時刻ｔ１２から時刻ｔ２３までの間におけるＤＣＤＣコンバ
ータ３１の出力の積算値より小さい。よって、時刻ｔ２６から時刻ｔ２７までの間におけ
るＤＣＤＣコンバータ３１の出力の積算値に基づいて定められる基準時間（つまり、時刻
ｔ２７から時刻ｔ２８までの時間の長さ）は、時刻ｔ１２から時刻ｔ２３までの間におけ
るＤＣＤＣコンバータ３１の出力の積算値に基づいて定められる基準時間（つまり、時刻
ｔ２３から時刻ｔ２４までの時間の長さ）より短くなる。このように、エンジン始動の開
始に伴うブースト許可制御の実行中のＤＣＤＣコンバータ３１の出力の積算値が小さいほ
ど基準時間は短くなり、エンジン始動の開始に伴うブースト許可制御の実行中のＤＣＤＣ
コンバータ３１の出力の積算値が大きいほど基準時間は長くなる。
【００８８】
　＜３．制御装置の効果＞
　続いて、本実施形態に係る制御装置１００の効果について説明する。
【００８９】
　本実施形態に係る制御装置１００では、制御部１２０は、ＤＣＤＣコンバータ３１の出
力電流が閾値以上となった場合に、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電圧を低下させること
により当該出力電流を低下させる制御である出力制限制御を実行可能である。また、制御
部１２０は、ＥＶ走行モードからＨＥＶ走行モードに切り替えることに伴って始動用モー
タ１３によるエンジン始動を開始するときに、閾値を通常時よりも大きくする制御である
ブースト許可制御を開始する。それにより、エンジン始動の開始時に、ＤＣＤＣコンバー
タ３１の出力が不足するおそれを低減することができる。したがって、エンジン始動をよ
り確実に行うことができる。
【００９０】
　好ましくは、制御部１２０は、エンジン始動の開始後に、ブースト許可制御を禁止する
。それにより、エンジン始動の開始後に、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が第１閾値
を超えない状態とすることができる。したがって、エンジン始動の開始後に、ＤＣＤＣコ
ンバータ３１を適切に冷却することができる。
【００９１】
　好ましくは、制御部１２０は、エンジン始動の開始後にエンジン回転数が基準回転数に
達したときに、ブースト許可制御を禁止する。それにより、エンジン１１の運転状態が比
較的安定した後に、ＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が第１閾値を超えない状態とする
ことができる。したがって、エンジン始動をより確実に行いつつ、温度が上昇したＤＣＤ
Ｃコンバータ３１を冷却することができる。
【００９２】
　好ましくは、制御部１２０は、エンジン始動の開始に伴うブースト許可制御の後のブー
スト許可制御の禁止後に、当該ブースト許可制御の実行中のＤＣＤＣコンバータ３１の出
力の積算値に基づいて定められる基準時間が経過した時に、ブースト許可制御を開始する
。それにより、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が十分に低くなっている状態では、補機７
１の消費電力が増大することによってＤＣＤＣコンバータ３１の出力電流が第１閾値以上
となった場合であっても出力制限制御が実行されない。したがって、低電圧バッテリ２３
の出力を抑制することができるので、低電圧バッテリ２３の寿命を長くすることができる
。
【００９３】
　好ましくは、制御部１２０は、エンジン始動の開始に伴うブースト許可制御の後のブー
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スト許可制御の禁止後に、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が基準温度を下回った場合に、
ブースト許可制御を開始する。それにより、ＤＣＤＣコンバータ３１の温度が十分に低く
なっていることがより確実な状態では、補機７１の消費電力が増大することによってＤＣ
ＤＣコンバータ３１の出力電流が第１閾値以上となった場合であっても出力制限制御が実
行されない。したがって、低電圧バッテリ２３の出力をより確実に抑制することができる
ので、低電圧バッテリ２３の寿命をより適切に長くすることができる。
【００９４】
　好ましくは、制御部１２０は、エンジン始動の開始に伴うブースト許可制御の後のブー
スト許可制御の禁止中に、ＨＥＶ走行モードからＥＶ走行モードへの切り替えを禁止する
。それにより、ブースト許可制御の禁止中にエンジン始動を行う状況が発生することを抑
制することができる。したがって、エンジン始動に失敗するおそれを低減することができ
る。
【００９５】
　＜４．むすび＞
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００９６】
　例えば、本明細書においてフローチャートを用いて説明した処理は、必ずしもフローチ
ャートに示された順序で実行されなくてもよい。いくつかの処理ステップは、並列的に実
行されてもよい。また、追加的な処理ステップが採用されてもよく、一部の処理ステップ
が省略されてもよい。
【００９７】
　また、例えば、上記実施形態では、本発明に係る制御装置１００を適用可能な車両は、
エンジン１１及び駆動用モータ４１の動力を用いて走行可能なハイブリッド車両である例
について説明したが、本発明に係る制御装置１００を適用可能な車両は、このような例に
特に限定されない。例えば、本発明に係る制御装置１００を適用可能な車両は、エンジン
１１の動力のみを用いて走行可能な車両であってもよい。
【００９８】
　また、例えば、上記実施形態では、制御部１２０は、エンジン始動の開始後に、エンジ
ン回転数が基準回転数に達したときにブースト許可制御を禁止する例について説明したが
、制御部１２０がエンジン始動の開始後にブースト許可制御を禁止するタイミングは、こ
のような例に特に限定されない。例えば、制御部１２０がエンジン始動の開始後にブース
ト許可制御を禁止するタイミングは、エンジン始動が開始された直後であってもよく、エ
ンジン始動が完了された後であってもよい。
【符号の説明】
【００９９】
　１　　　車両
　１１　　エンジン
　１３　　始動用モータ
　２１　　高電圧バッテリ
　２３　　低電圧バッテリ
　３１　　ＤＣＤＣコンバータ
　４１　　駆動用モータ
　４３　　インバータ
　５１　　変速機
　６１　　駆動輪
　７１　　補機



(16) JP 2020-157861 A 2020.10.1

10

　９１　　エンジン回転数センサ
　９３　　出力センサ
　９５　　温度センサ
　１００　制御装置
　１１０　取得部
　１２０　制御部
　１２１　エンジン制御部
　１２３　モータ制御部
　１２５　コンバータ制御部
　１２７　積算値算出部

【図１】 【図２】

【図３】



(17) JP 2020-157861 A 2020.10.1

【図４】 【図５】

【図６】



(18) JP 2020-157861 A 2020.10.1

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｂ６０Ｌ   1/00     (2006.01)           Ｂ６０Ｗ   20/20     　　　　        　　　　　
   Ｂ６０Ｌ  50/16     (2019.01)           Ｂ６０Ｌ    1/00     　　　Ｌ        　　　　　
   　　　　                                Ｂ６０Ｌ   50/16     　　　　        　　　　　


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

